
こども誰でも通園制度とは？ 

さくら市

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、
全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない
形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。

保育所等に通っていない
０歳６ヶ月～満３歳未満の児童

利用可能時間
月 10 時間の枠内で時間単位で柔軟に利用可能

各施設で設定した料金 （300円程度/１時間）
※非課税世帯等の減免あり

利用料

対象者

詳しくはこちらを
ご覧ください

お問い合わせ
さくら市健康福祉部こども政策課保育係
さくら市氏家2771番地　☏028-681-1125


